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12広報しばやま 

　
平
成
28
年
12
月
1
日
付
け
で
、
21

名
の
方
が
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と

し
て
委
嘱
さ
れ
、
相
川
町
長
か
ら
委

嘱
状
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　
現
在
は
高
齢
化
や
核
家
族
化
が
進

み
、
さ
ら
に
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
家

族
や
ご
近
所
の
人
に
相
談
で
き
な
い

地
域
の
悩
み
を
受
け
付
け
、
行
政
や

専
門
機
関
に
つ
な
ぐ
、
そ
れ
が
民
生

委
員
・
児
童
委
員
の
役
割
で
す
。

福
祉
保
健
課 

福
祉
係 

☎
77
‐
３
９
１
４

問

あ
な
た
の
地
域
の
相
談
役

見
守
り
�
つ
な
ぐ
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
今
年
で
１
０
０
周
年

　
大
正
６
年
に
岡
山
県
で
創
設
さ
れ
た
「
済
世
顧
問
制
度
」
に
始
ま
り
、
平
成
29
年
に
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
民
生
委
員
制
度
。
歴
史

あ
る
制
度
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
活
動
の
内
容
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
内
容
と
、
12
月
１
日
に
厚
生
労
働
大
臣
よ
り
委
嘱
を
受
け

た
21
名
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す
。

委員区分 氏　　名 担当地区名

民生児童 土屋　増男 小池 6、7、9

民生児童 根本　典子 小池 3、4、5、バルールド

民生児童 太田　英二 牧野東・西、宝馬

民生児童 鈴木　幸子 住母家、千代田、坂志岡

民生児童 吉岡みよ子 はにわ台南、北 1、ハニワ台ニュータウン

民生児童 長谷川一夫 高谷、殿部田

民生児童 鈴木　康夫 境宮崎、上・下吹入

民生児童 簾　　隆芳 大台全区

民生児童 瓜生　優子 山中東・西

民生児童 木内ひろ子 加茂、白桝

民生児童 渡邊　美基 川津場、あけぼの、三和、スカイビレッジ

民生児童 伊藤　清子 岩山、谷平野、朝倉、一本松

民生児童 山﨑　眞一 小池１、２、８、芝山、芝山台

民生児童 和田　　啓 新井田、新井田新田

民生児童 加藤　幸男 小原子、山田、浅川稲葉、飯櫃

民生児童 岩澤惠美子 はにわ台東、北２

民生児童 戸村　惠子 菱田東、中谷津、中郷

民生児童 山下　梅子 高田東・西

民生児童 池田　　寿 菱田宿、辺田、横堀

主任児童 戸村　一江 芝山町全区

主任児童 土井　基子 芝山町全区

芝山町民生委員・児童委員一覧（敬称略）

12月2日に行われた委嘱状伝達式及び交付式の様子
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長
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員

と
し
て
、
地
域
の
福
祉
向
上
の

た
め
に
努
力
し
て
い
る
方
へ
送

ら
れ
る
永
年
勤
続
民
生
委
員
・

児
童
委
員
表
彰
。
平
成
10
年
12

月
よ
り
民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
職
を
勤
め
て
い
る
２
名
の
方

が
、
そ
の
功
績
を
た
た
え
ら
れ
、

表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

鈴
木
　
幸
子
さ
ん
（
写
真
右
）

土
屋
　
増
男
さ
ん
（
写
真
左
）

全
国
民
生
委
員
児
童

委
員
連
合
会
会
長
表

彰
を
受
賞

※幸せの芽生えを示す四つ葉のクローバーは、民生委員・児童委員徽章デザインの基になっています。

民生委員・児童委員Q&A

Ｑ１．民生委員・児童委員とは？

Ａ．民生委員は、民生委員法に基づき、厚

生労働大臣の委嘱を受けた無報酬のボラン

ティアです。身分は非常勤の公務員で、児

童福祉法に定める児童委員も兼ねていま

す。芝山町には右ページのように 21 名の

民生委員・児童委員がおり、うち２名は児

童福祉を専門に扱う「主任児童委員」となっ

ています。

Ｑ３．どんな活動をしているの？

Ａ．高齢者・障害者・子育て世帯の訪問や

見守り、住民からの相談対応をはじめ、行

政や社会福祉協議会、学校などと連携・協

力した活動、さらに地域の福祉力を高める

ための取り組みなども進めています。

Ｑ２．どんな人が民生委員・児童
　　　 委員になっているの？

Ａ．民生委員・児童委員は、町の民生委員

推薦会、千葉県知事の推薦を経て、厚生労

働大臣が広く社会の実情に通じ、社会福祉

の増進に熱意のある住民に委嘱します。任

期は 3 年です。

Ｑ４．どうやって相談するの？

Ａ．高齢者や障害をお持ちの方への支援が

必要なとき、子育てや介護での心配ごとや

不安といった困ったことがあるときは、右

ページの一覧をご覧いただき、ご自分が住

んでいる地区を担当している民生委員・児

童委員へご相談ください。民生委員・児童

委員には守秘義務がありますので、相談し

た方の秘密は守られます。




